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児童養護施設における精神的自立への支援の実態と課題

川　見　千奈津

１．はじめに
近年、児童虐待の増加や子どもの貧困の深刻化

に伴い、児童養護施設に入所する児童は、心の傷
や深刻な生きづらさを抱え、情緒や行動、自己認
知・対人認知などへの深刻なダメージを受けて
いることも少なくない（厚生労働省，2012）。そ
のため、入所児童に対する支援は、心身の傷つき
を回復する環境、対人関係づくり、社会的自立
を支援する制度づくりなどといった、より一層、
専門的で手厚いケアが必要とされている ( 武藤，	
2011：鈴木，2011)。多くの児童養護施設入所児
童は、児童福祉法により原則 18 歳になると施設
を退所し、自立した生活を送っていかなければな
らない。しかし、施設を退所した児童は、経済的
な厳しさや、周囲に頼れる存在が少ない等といっ
た退所後の環境的な困難に加え、成育歴の中で受
けた心の傷や自己肯定感の低さといった困難も抱
えている ( 山田，1998・1999：大村，2014 ほか )。
そのため、18 歳で自立するには社会一般でも困
難な状況の中、施設を退所した児童が社会的に自
立をすることは、よりいっそう困難な状況下にお
かれているといえる ( 武藤，2011)。そのような児
童が自立するにあたり、単に経済的な自立や、生
活技術を習得するといった自立だけでなく、自己
肯定感の獲得をはじめ、逆境にも負けない力や主
体性等を身につけるといった精神的な自立が、生
活を維持していくうえで特に重要となることが考
えられる。

２．本研究の目的
先行研究では、精神的自立は児童の自立の基盤

であり、重要な役割を持つことについて言及され

てはいるものの、共有された明確な自立の範囲や
具体的な支援項目が確立されていないこと、退所
後の生活への影響について明確な答えが出ている
研究は少ないといった課題が見出された。

以上を踏まえ、本研究では、児童養護施設職員
の精神的自立に関する認識と、児童養護施設にお
ける精神的自立への支援の実態、児童個々の精神
的自立が退所後の生活に与える影響を明らかにす
る。そして、児童養護施設入所児童の精神的自立
の概念と、インケアやリービングケア、アフター
ケアを含めた、これからの自立支援の在り方を考
察することを目的とする。

３．研究方法
（１）事前調査の概要

Ａ児童養護施設の直接処遇職員６名に対し、
半構造化面接形式によるグループインタビュー
を実施した。調査時期は平成 29 年８月末で、
調査時間は２時間程であった。調査手順・方法
としては、対象者に、研究テーマやインタビュー
で伺いたいことの概要、倫理的配慮を明記した
インタビューガイドと、先行研究をまとめた資
料を同封し、事前に送付した。インタビュー開
始前には、調査概要について口頭で説明をした。
また、文書による同意を得た。インタビューの
記録は、筆者が会話の内容のメモをとり、その
メモをもとに、インタビューの内容を逐語的に
まとめ、そのデータをもとにカテゴリー分析を
行った。

（２）本調査の概要
調査対象は、東京都内の児童養護施設全 55
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か所（平成 29 年 8 月１日現在、全国児童養護
施設協議会ＨＰの全国児童養護施設一覧におい
て、東京都に位置づけされている施設）で、そ
れぞれ、家庭支援専門相談員１名、職務経験年
数１年以上で、常勤職員の２名を含めた、計３
名の方に回答をお願いした。調査期間は、平成
29 年 9 月 1 日～ 9 月末で、郵送による質問紙
調査を実施した。調査票の返却は、全 55 施設
中 23 施設（回収率 41.8％）、	全 165 名中 52 名（回
収率 31.5％）であった。質問ごとに、「無記入」
を総回答数から除いた有効回答を母数とした。
分析方法としては、質問ごとに、カテゴリー分
析、単純集計、探索的因子分析を行った。

４．結果・考察
文字数の関係上、事前調査・本調査を併せた結

果・考察の概要を、端的に述べさせていただく。
（１）精神的自立の認識

各調査結果から、児童養護施設の職員は、以
下のように精神的自立を捉えているということ
が明らかとなった。

①基本的な安心感と自己認識
（「自己理解」「自己受容」「自己認識」「安心（心
の拠り所）をもつ」）

②主体的な自己の確立と他者との関係の構築
（「自己肯定感（自尊感情）」「主体性」「自己
決定」「自己責任」「価値観」「他者配慮」「人
間関係の構築」「適切な依存」「頼れる」）

③社会で生きていくためのスキルと将来を考え
る力

（「レジリエンス」「適応能力」「社会生活維持
スキル」「自己実現」「自分の人生の自覚」「自
分の将来を考える」）
このように、精神的自立は、子ども自身が力

を身につけるといったものから、他者との関係、
社会との関係という様々な領域に渡って自立要
素があげられている。このことは、精神的自立
がそのような幅広い側面において必要とされる
概念であることを示しているのではないだろう
か。また、「過去」「現在」「未来」のすべてに
関連する要素を持っていることも読み取れる。

以下の図１は、先行研究の知見から考察した

図１　先行研究と調査結果の精神的自立概念
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精神的自立概念と、各調査結果により得られた
知見から考察した精神的自立概念を並べたもの
である。調査結果からは、先行研究に加えて、“将
来を考える力”が新たな知見として得られた。
施設職員の意識として、子どもの自立後の生活
に向けて、様々な生活維持能力・スキルを身に
着けることや、将来に対して意欲や目標を持て
ることが、精神的自立の要素として重要だと捉
えていることが推察される。

以下に示した図２は、児童の自立概念と精神
的自立との関連性を示した図である。精神的自
立は、子ども自身の理解や能力の獲得のみなら
ず、他者との関係や社会との関係において考え
られる、児童の自立にとって基盤となる自立概
念であることが考えられる。特に、「社会的自
立」に対しては、大きく影響を与えていること
が、調査結果から読み取れる。	これらの自立が
総体的に高まることで、竹中（1995）のいう、
人の世話にならないといった意味での自立では
なく、働くことや生活の中に“生きがい”や“働
きがい”を持っているという意味を持つ「人間
的自立」や、「自己実現」ができる「豊かな自立」
に近づくことができると考えられる。

（２）精神的自立への支援
各調査の結果から、精神的自立への支援とし

て、「日々の関わりによる支援」と「個別の支
援（生い立ちの整理・個別の話し合い等）」が
中心的な支援として挙げられた。「日々の関わ
り」では、言葉にして伝えることや、体験を通
した気付きなど、子どもたちとの日常の生活の
中で、日々、精神的自立につながる成長の機会
や場を見出し、支援につなげていることが分
かった。「個別の支援」では、生い立ちの整理

（LSW）において、入所経過や、これからの見
通しなどを話す機会を、子どもの状況に合わせ
て設けている。個別の話し合いの機会では、日
常のことから家族、将来のことまで幅広い内容
の話をしており、生い立ちの整理より気軽に（週
１回など）行うものとしている施設も多い。

他にも、「自立支援計画」「進学関係」「専門
職との連携」「行事」「自立向け体験セミナー」

「心理支援」「（他）専門職との連携」等といっ
た、様々なアプローチによる支援が挙げられた。
質問紙調査では、自立支援コーディネーターに
関する記述が特に多く、自立支援コーディネー
ターの配属により、自立支援が行いやすくなっ
たといった回答も見られた。

図２　児童の自立概念と精神的自立との関連性
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（３）精神的自立が与える退所後の生活への影響
各調査結果より、退所後の生活には「つなが

れる力」、「自分で自分の人生を創る」、「自分の
人生を現実的に捉える」、「社会生活維持能力・
スキル」、「仕事・学校の自己決定・継続」とい
う点において影響を与えていることが明らかと
なった。

これらは、精神的自立の構成要素に見られた、
「主体的な自己を確立し、他者との関係を構築
する」「社会で生きるためのスキルと将来を考
える力」が特に大きな影響を与えていることが
推察できる。

５．全体的考察
（１）精神的自立における課題

各調査結果から、以下の４点の課題が見いだ
された。

①職員の専門性
②自立の範囲が十分に確立されていない	
③職員の働く環境の課題	
④児童養護の構造における限界
精神的自立の支援においては、職員個々の力

量や専門性が求められるが、職員自身が精神的
に自立できていないことや、複雑化する児童を
取り巻く環境から、関わりの難しい児童が増え
ている現状に対応しきれていないこと等が課題
となっている。また、そのような支援に当たっ
ては、愛着形成・退所後のつながりの維持といっ
た観点からも、職員が長く続けることが求めら
れるが、離職率の高さ・定着率の低さが課題と
なっている。児童養護の構造における限界につ
いては、高年齢での入所児に対してのケアが限
定的になってしまうこと等が課題として挙げら
れた。

（２）これからの支援の在り方
＜直接的な支援のあり方＞
①子どもの「過去」「現在」「未来」を捉えた

支援の展開
多くの児童養護施設入所児童は、入所に至

るまでの過程の中で、心の傷や深刻な生きづ
らさを抱えていることも少なくない。そのよ
うな子どもたちが、豊かな人生を送っていく
ためには、これまでの人生を受け入れ、現在
の自分を肯定し、これからの人生を考えてい
く力を持つことが求められる。「過去」「現在」

「未来」というように、子どもの人生といっ
た大きな枠で精神的自立を捉えるといった支
援が望まれると考える。	

②つながりを意識した支援	
先行研究や調査結果の中で、“人とつなが

る力”は自立生活を送る上で重要な力である
ことが明らかとなった。児童養護施設退所者
の多くは、周りに頼れる存在が少ない等の課
題が考えられる中で、退所後に子どもが困難
な状況になったときにすぐに対応できると
いった点や、困難な状況に陥る前に助けの手
をいれることができるためにも、つながり続
けることのできる関係性を構築することが求
められると考える。また、子どもが自分から
誰かに助けを求めたり、頼ることができると
いった、“子ども自身がつながれる力”を身
につけることができるような支援が求められ
ると考える。

③児童養護施設職員だからこそできる支援の
展開
本研究を通して、子どもたちと日々をとも

に過ごす施設職員には、ほかにはない強みを
持った支援ができると感じた。日々の生活の
中の何気ない一場面の積み重ねは、子どもの
精神的自立にとって大きな力となると考え
る。また、子どもに対して、何気ない会話や、
あらゆる生活の場面、行事での体験など、様々
なアプローチによって支援を行える。その子
どもに合わせ、その子にとって一番分かりや
すく、伝わりやすい働きかけを工夫できると
いった、児童養護施設職員だからこそできる
支援といった点に着目し、今後の精神的自立
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への支援を考えていくことが求められるので
はないかと考える。	

	
＜支援を支える環境＞
①職員が力を発揮できる支援体系の確立	

施設内で共通の理念や支援目標を設けるこ
とで、職員がみんなで同じ方向に向かってい
くことになり、その結果、職員間の意思の疎
通が円滑に行えるようになることや、具体的
な支援内容を明確にしやすくなること、支援
の実践の評価や改善を行いやすくなるといっ
た利点が見いだされた。精神的自立は、生活
技術の習得や経済的な自立のように、明らか
に生活に現れるものではなく、自立の程度も
図りづらくある。そのため、分かりやすい共
通の目標を持ち、職員全体がその方向に向
かっていけるような支援体系をつくることも
重要と考える。また、チームでのフォロー体
制といった、職員同士の支えあいも、職員が
力を発揮するためには必要となると考える。	

②職員を支える環境の整備
前述してきたように、子どもの精神的自立

にとって、施設職員によるかかわりは不可欠
なものであり、特に愛着関係の構築やアフ
ターケアにおけるつながりの継続には、職員
が長く続けることが必要とされる。しかし、
前項に示した通り、職員の定着率の低さが課
題となっている。ブリッジフォースマイルの
調査 (2012) によると、長く勤務するためには

「労働環境」の整備が必要であると回答した
数が最も多いという結果が出た。勤務時間や
給与など、労働環境の整備を通して、職員が
長く続けることのできる環境を整えることが
求められると考える。

③自立支援を専門に取り扱う専門職員の配置	
質問紙調査の結果からは、自立支援コー

ディネーターの配置によって自立支援が行い
やすくなったという意見が得られた。実際に、

自立支援コーディネーターが配置されている
施設は、配置されていない施設よりも自立後
の退所者とのつながりが保てていることや、
仕事を継続できているといった点に効果が現
れている。調査の結果では、直接処遇職員は
業務が多忙であるために、自立支援まで手が
まわせないことが課題として挙げられた。も
ちろん、直接処遇職員の日々のかかわりによ
る支援は、精神的自立支援の中核にもなる、
重要な支援であることは考慮したうえで、直
接処遇職員とは異なる角度から自立支援を
行っていく専門職の必要性が考えられるので
はないか。

④構造上の課題への対応
調査の結果から、１８歳での自立や入所期

間の短い子どもへのケアの限界が指摘され
た。職員による様々なかかわりによるインケ
ア・リービングケアが図られ、アフターケア
においても子どもとつながり続けることので
きるよう、様々な取り組みがなされているが、
その支援にも限界がある。2016 年の児童福
祉法の改正では、自立援助ホームの年齢制限
が、大学等で修学中のものについては、最大
で 22 歳の年度末まで対象が拡大されたりと、
対応策が行われつつあるが、限定されたもの
であり、十分に退所後の生活の支えとなって
いるとは言い難い現状である。措置延長がよ
り多くの子どもに行えるようになることや、
自立援助ホームの拡充、児童養護施設退所者
に向けた住居の確保や金銭援助など、法整備
面の改善が求められると考える。
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